
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
八
三

○
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
八
三

公
　
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
八
三

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
三
八
三

の
変
更
の
届
出

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
見
地
か
ら
の
意
見
…
…
…
…
…
…
三
八
四

人
事
委
員
会

第
七
十
六
回
（
平
成
二
十
二
年
度
）
山
梨
県
警
察
官
Ａ
及
び
警
察
官
Ｂ
採
用
試
験
の
実

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
三
八
五

施
に
つ
い
て

平
成
二
十
二
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
初
級
試
験
、
資
格
免
許
職
職
員
採
用
試
験
及
び
小

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
三
九
〇

中
学
校
事
務
職
員
採
用
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

身
体
障
害
者
を
対
象
と
し
た
平
成
二
十
二
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
選
考
試
験
の
実
施
に

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
三
九
六

つ
い
て

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十
四
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
四
日

山
梨
県
総
合
県
税
事
務
所
長
　
　
芦
　
　
沢
　
　
幸
　
　
彦

氏
名
又
は
名
称

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地

指
定
取
消
年
月
日

株
式
会
社
大
沢
商
店

山
梨
県
笛
吹
市
石
和
町
市
部
一
〇
八
八

平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日

山
梨
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
る
べ
き
道
路
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

種
類

国
道

一
三
九
号

富
士
吉
田
市
上
吉
田
字
溝
下
一
四
一
四
番
の
一
地
先
か
ら

富
士
吉
田
市
上
吉
田
字
桂
橋
三
四
六
四
番
の
二
地
先
ま
で

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
六
月
十
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
南
風
会

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
駒
井
康

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
南
巨
摩
郡
富
士
川
町
長
沢
四
百
五
十
番
一

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
や
高
齢
者
（
以
下
「
障
害
者
等
」
と
い
う
。）
に
対
し
て
、
そ
の
自
立

や
地
域
移
行
の
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
も
っ
て
障
害
者
等
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
二
年
六
月
十
五
日
か
ら
同
年
八
月
十
四
日
日
ま
で

'

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
二
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
四
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
八
三

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
二
年

六
月
二
十
四
日

第
二
千
五
十
二
号

木　曜　日



届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十

二
年
十
月
二
十
四
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

１
　
氏
名
又
は
名
称
　
株
式
会
社
マ
イ
カ
ル
　
代
表
取
締
役
　
松
井
博
史

２
　
住
所
　
大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
久
太
郎
町
三
丁
目
一
番
三
十
号

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
石
和
サ
テ
ィ

（二）

所
在
地
　
山
梨
県
笛
吹
市
石
和
町
松
本
字
塚
越
二
百
二
十
二
番
一
外

２
　
変
更
し
た
事
項

変
更
事
項

変
更
後
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

変
更
後
の
住
所

法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏

名

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置

株
式
会
社
マ
イ
カ
ル
　
代
表
取
大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
久
太

す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

締
役
　
松
井
博
史

郎
町
三
丁
目
一
番
三
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い

株
式
会
社
マ
イ
カ
ル
　
代
表
取
大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
久
太

て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏

締
役
　
松
井
博
史

郎
町
三
丁
目
一
番
三
十
号

名
又
は
名
称
及
び
住
所
並

び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
海
株
式
会
静
岡
県
駿
東
郡
長
泉
町
下
長

表
者
の
氏
名

社
　
代
表
取
締
役
　
寺
嶋
晋

窪
三
百
三
番
地
一

株
式
会
社
川
口
　
代
表
取
締
役
山
梨
県
南
巨
摩
郡
富
士
川
町

川
口
郁
子

長
沢
二
百
六
十
二
番
地
の
一

鈴
木
友
治

山
梨
県
笛
吹
市
石
和
町
市
部

千
六
十
八
番
地

有
限
会
社
ワ
カ
バ
　
代
表
取
締
山
梨
県
笛
吹
市
石
和
町
市
部

役
　
若
杉
成
剛

四
百
七
十
二
番
地

株
式
会
社
桔
梗
屋
　
代
表
取
締
山
梨
県
笛
吹
市
一
宮
町
坪
井

役
　
中
丸
真
治

千
九
百
二
十
八
番
地

株
式
会
社
澤
田
屋
　
代
表
取
締
山
梨
県
甲
府
市
向
町
三
百
七

役
　
北
原
克
己

十
五
番
地

有
限
会
社
Ｂ
ａ
ｂ
ａ
　
代
表
取
山
梨
県
笛
吹
市
石
和
町
市
部

締
役
　
馬
場
憲
一

千
七
十
二
番
地
の
一

株
式
会
社
セ
リ
ア
　
代
表
取
締
岐
阜
県
大
垣
市
外
渕
二
丁
目

役
　
河
合
宏
光

三
十
八
番
地

株
式
会
社
Ｂ
Ａ
Ｎ
Ｋ
Ａ
Ｎ
　
代
埼
玉
県
上
尾
市
宮
本
町
四
番

表
取
締
役
　
形
部
幸
裕

二
号

菊
嶋
一
良

山
梨
県
笛
吹
市
石
和
町
市
部

七
百
六
十
九
番
地
の
三

鶴
田
征
也

山
梨
県
山
梨
市
西
千
二
百
十

五
番
地
の
四

高
尾
保
美

山
梨
県
西
八
代
郡
市
川
三
郷

町
市
川
大
門
九
百
二
十
九
番

地

３
　
変
更
の
年
月
日

（一）

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

平
成
二
十
年
五
月
三
十
日

（二）

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
一
日

三
　
届
出
年
月
日

平
成
二
十
二
年
六
月
七
日

'

大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
見
地
か
ら
の
意
見

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
二
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
四
日

三
八
四



大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
南
ア
ル

プ
ス
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

そ
の
意
見
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
七
月
二
十

四
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

１
　
名
称
　
Ａ
コ
ー
プ
こ
ま
野
甲
西
店

２
　
所
在
地
　
山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
戸
田
字
沖
田
五
十
五
番
一
外

二
　
届
出
の
内
容
及
び
公
告
日

１
　
内
容
　
新
設

２
　
公
告
日
　
平
成
二
十
二
年
二
月
四
日

三
　
意
見
の
概
要

駐
車
台
数
の
十
分
な
確
保
及
び
交
通
整
理
員
の
配
置
の
徹
底

人
事
委
員
会

'

第
七
十
六
回
（
平
成
二
十
二
年
度
）
山
梨
県
警
察
官
Ａ
及
び
警
察
官
Ｂ
採
用
試
験
の
実
施
に
つ
い

て第
七
十
六
回
（
平
成
二
十
二
年
度
）
山
梨
県
警
察
官
Ａ
及
び
警
察
官
Ｂ
採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
実

施
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
四
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
小
　
　
澤
　
　
義
　
　
彦

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
二
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
四
日

三
八
五



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
二
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
四
日

三
八
六



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
二
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
四
日

三
八
七



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
二
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
四
日

三
八
八



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
二
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
四
日

三
八
九



'

平
成
二
十
二
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
初
級
試
験
、
資
格
免
許
職
職
員
採
用
試
験
及
び
小
中
学
校
事

務
職
員
採
用
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

平
成
二
十
二
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
初
級
試
験
、
資
格
免
許
職
職
員
採
用
試
験
及
び
小
中
学
校
事
務

職
員
採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
四
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
小
　
　
澤
　
　
義
　
　
彦

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
二
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
四
日

三
九
〇



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
二
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
四
日

三
九
一



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
二
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
四
日

三
九
二



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
二
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
四
日

三
九
三



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
二
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
四
日

三
九
四



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
五
十
二
号
　
　
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
四
日

三
九
五



'

身
体
障
害
者
を
対
象
と
し
た
平
成
二
十
二
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
選
考
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